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第１４回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 長谷川良光は、令和３年７月２６日、午前９時００分、農業委

員を足利市役所に召集し、第１４回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 桐生さとみ   ３ 石𣘺孝雄 

  ４ 藤生正浩   ５ 清水 茂   ６ 岡村奏一 

  ７ 本島一喜   ８ 柏瀬正雄  ９ 三田照子 

１０ 星野雅彦 １１ 森山正和 １２ 河内義昭 

１３ 長谷川良光 １４ 赤坂安一 １５ 遠藤茂太 

 

１ 出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

蓼沼克夫、長竹武男、鴇田忠夫、岩本仙太郎、本嶋ミチ子、嶋田重雄、関口孝雄、 

入江泰三、齋藤 幹、沖山匡弘、岡田哲也、山根常夫、平塚和弘、石川弘幸、 

小林重雄 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 荻原淳志、次長 河内 厚、副主幹 齋藤玲子、主査 杉戸政徳 

１ 書記は、次のとおりである。 

主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

(議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名であります。 

推進委員の出席は１５名であります。 

なお、推進委員の皆さんは農業委員会等に関する法律第２９条により担当

地区の農地等の最適化の推進について意見を述べることができます。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専 

決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第５号について 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更承認申 

請について 
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議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断に 

ついて 

議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第１４回足利市農業委員会総会を開会いたします。 

【午前９時９分 開会】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定についてを議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

７番 本島委員、８番 柏瀬委員を指名いたします。ご異議ございません

か。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の３ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。３ページの総括表に基づきましてご報告いた

します。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が２件、筆数が２筆、面積が

２，４８４㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が２５件、筆数が３５筆、面

積が１１，４００．３７㎡となっております。 

合計いたしまして件数が２７件、筆数が３７筆、面積が１３，８８４．３７

㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が４ページに、第５条の届出が５

ページから１１ページに記載されております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

【１５番 遠藤委員が到着・着席】 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 
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事務局の説明を求めます。 

議案書の１２ページをお開きください。 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

４条は、農地の所有者が自らの目的のために転用を行う、自己転用の申請で

す。今月の４条申請は１件です。 

１番、申請地は寺岡町地内の畑、９８１㎡のうち１６４．４㎡です。 

施設の概要は農家住宅の敷地拡張で、農家住宅の出入口および進入路を作

りたいというものです。申請理由は記載のとおりで、農地区分は第２種農地で

す。 

議案書３１ページの左側が１番の調査書で、各項目とも適正なものと判断

されております。７月１２日に行った事前調査時の現地の様子はご覧のとお

りで、すでに宅地の出入口と進入路となっており、是正の申請となります。（モ

ニター画面に投影） 

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更承認

申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１３ページをお開きください。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更承認申請に

ついて、ご説明いたします。 

農地転用の許可権者は、農地法関係事務処理要領に基づき、許可後に、事業

計画及び許可に付された条件に従って事業が行われているか、進捗状況を把

握することとされています。その要領の中では、事業計画を変更すれば転用目

的が達成される場合は、許可後の事業計画の変更も可能としています。 

具体的には、転用事業者が、事業計画の変更を希望する場合、または転用事

業者に代わる承継者があるときに、事業計画の変更を行うというものです。た

だし、承認の条件があり、①許可目的の達成が困難になったことが、転用事業

者の故意ではないこと②変更後の転用事業が、変更前の転用事業と比べて同

程度かそれ以上の緊急性があること③変更後の転用事業が、事業計画に従っ

て実施されることが確実であること④変更後の転用事業により、周辺の地域

における農業に及ぼす影響が、変更前と比べて同地度又はそれ以下であるこ

とを満たす場合となっています。 

今回は、太陽光発電設備用地として許可を受けたものの、コロナ禍によって
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当初予定していたパネルが入手できず、規格が高出力のものに変更になった

ため、許可地の一部にパネルを設置する必要がなくなり、その土地に一般住宅

の建築を希望する人物が現れたため、許可後の事業計画の変更を行うととも

に、一般住宅の転用申請をあわせて行うものです。３２ページに位置図が、３

３ページから３４ページに土地利用計画図が載せてあります。現地の様子は

ご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。太陽光事業者は、残った土地にこれ以上パネルを設置する

ことはないのでしょうか。 

経済産業省の認可と東京電力との契約により、売電量が決まっているため、

これ以上のパネル設置はありません。また、農地法事務処理要領に基づき、事

業の完了後に、報告書を提出することとされています。この案件は、計画変更

を承認いただいた後、完了報告書の提出を求めます。 

変更が必要でも手続きをせず、勝手に施行する例がほとんどではないかと

思います。委員の皆さんは、このような手続きがあることを知っておいてくだ

さい。 

それでは、本件を承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号はそのように承認いたしました。 

続いて議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１４ページをお開きください。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

７月の申請件数は１７件、うち太陽光９件、一般住宅８件でした。 

それでは、説明に入ります。 

１番、申請地は名草下町地内の田、６５７㎡ほか３筆、計２，６９８㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル７５６枚を１，４９

６．８８㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。許可基準等につきましては備考欄

をご参照ください。 

議案書３５ページの左側が１番の調査書で、各項目とも適正なものと判断

されております。また、実情調査報告書が３６ページにございます。 

事務局による事前調査時の写真はご覧のとおりです。（モニター画面に投

影） 

議案書１４ページにお戻りください。 
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２番、申請地は大月町地内の田、４１２㎡ほか１筆、計５４７㎡です。施設

の概要は一般住宅１棟で、延床面積１５９．４７㎡を建築するものです。申請

理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地

です。 

議案書の４４ページが２番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１４ページにお戻りください。 

３番、申請地は大月町地内の田、４１０㎡です。施設の概要は一般住宅１棟

で、延床面積１１７．１７㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおりで、

契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の４５ページが３番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書１５ページをお開きください。 

４番、申請地は大月町地内の田、４６５㎡ほか１筆、計５９９㎡です。施設

の概要は一般住宅１棟で、延床面積１１３．９７㎡を建築するものです。申請

理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地

です。 

議案書の４６ページが４番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１５ページにお戻りください。 

５番、申請地は名草下町地内の田、１，３９５㎡です。施設の概要は太陽光

発電設備用地で、太陽光発電パネル２５２枚を５５９．４４㎡に設置するもの

です。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は

第２種農地です。 

議案書の４７ページが５番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１５ページにお戻りください。 

６番、申請地は名草下町地内の田、１，０３８㎡です。施設の概要は太陽光

発電設備用地で、太陽光発電パネル２２８枚を５０６．１６㎡に設置するもの

です。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は

第２種農地です。 

議案書の４８ページが６番の調査書です。各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１５ページにお戻りください。 

７番、申請地は名草下町地内の田、１３８㎡ほか２筆、計１，５７５㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル２５２枚を５５９．

４４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移

転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の４９ページが７番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され
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ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書１６ページをお開きください。 

８番、申請地は名草中町地内の畑、４９６㎡です。施設の概要は一般住宅１

棟で、延床面積１４８．２２㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおり

で、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５０ページが８番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１６ページにお戻りください。 

９番、申請地は奥戸町地内の畑、６３４㎡ほか１筆、計１，０１４㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル２２４枚を３７９．

７６㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借

の設定、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５１ページが９番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１６ページにお戻りください。 

１０番、申請地は奥戸町地内の畑、３６３㎡ほか１筆、計７３３㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル３００枚を４８９

㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の

売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５２ページが１０番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１６ページにお戻りください。 

１１番、申請地は松田町地内の田、７３４㎡ほか１筆、計１，６５２㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル４３２枚を８５７．

０８㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移

転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５３ページが１１番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書１７ページをお開きください。 

１２番、申請地は松田町地内の田、６６㎡ほか１筆、計１，４８９㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル１７６枚を３９０．

７２㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移

転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５４ページが１２番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１７ページにお戻りください。 

１３番、申請地は松田町地内の田、１４５㎡ほか３筆、計１，０７１㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル１９２枚を４２６．

２４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移
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議長 

 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５５ページが１３番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１７ページにお戻りください。 

１４番は議案第２号１番と関連したもので、申請地は板倉町地内の雑種地、

２３４㎡です。施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１１２．６１㎡を建築

するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買で

す。 

議案書の５６ページが１４番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１７ページにお戻りください。 

１５番、申請地は葉鹿町地内の田、２９９㎡です。施設の概要は一般住宅１

棟で、延床面積９６．０５㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおりで、

契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５７ページが１５番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書１８ページをお開きください。 

１６番、申請地は葉鹿町地内の田、３００㎡です。施設の概要は一般住宅１

棟で、延床面積１０１．８５㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおり

で、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５８ページが１６番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書１８ページにお戻りください。 

１７番、申請地は島田町地内の畑、１４０㎡です。施設の概要は一般住宅１

棟で、延床面積１２８．３４㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおり

で、契約内容は使用貸借の設定、農地区分は第１種農地です。 

議案書の５９ページが１７番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、５条許可申請１７件です。よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１１番 森山委員。 

１１番 森山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３５ページをご覧下さい。 

調査年月日は令和３年７月１５日、調査班は、遠藤運営委員長を班長に、本

島委員、藤生委員、河内委員、私の５名で、調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 
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議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

２番 

 

主査 

 

２番 

 

今回、５条許可申請の実情について、申請地の現地確認と、申請人の出席の

もと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、本市およびその周辺で太陽光発電事業を営む申請人が、事業の拡大

を目的に申請地を譲り受け、太陽光発電設備用地として利用したいというも

のです。 

高圧の発電設備用地として必要な広さを確保できる土地を市内で探したと

ころ、本申請地が条件に合致したとのことでした。 

発電出力は２９４．８キロワットで、売電単価は税抜き１２円、年間約３３

０万円の売電収益となり、９年目には収支がプラスになる計画です。転用にか

かる費用の全額を自己資金で賄います。 

事業計画によると、整地のみを行い、造成はありません。公図にない畦畔及

び水路は現況を維持するとともに、水路周りの草刈りと堀さらいを行い、水の

流れに支障が生じないよう配慮するとのことでした。また、工事着工前に申請

地西側の大型水路をはじめ、周辺の素掘りの水路を含めた水の流れを堰の管

理者に必ず確認するよう念を押し、了承を得ました。 

申請地は、東は道路および宅地、西は水路、北側は水路、南側は水路および

宅地です。周辺一帯が太陽光発電設備用地として転用されており、水路機能が

維持されれば残存する農地に影響はないと考えます。 

結論として、申請地は、名草下町南部の第２種農地であり、申請人の実情か

ら、転用の必要性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしていることか

ら、調査班としては許可相当と判断いたしました。 

以上で報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員から意見等ござい

ますか。 

特にありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番から１７番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

２番 桐生委員。 

２番 桐生です。 

２番、３番、４番の一般住宅３件の排水先はどこでしょうか。 

３件とも、雨水は敷地内浸透、生活雑排水は合併処理浄化槽を通して東の市

道側溝に放流する計画となっています。 

私と４番の藤生委員は、この周辺農地を耕作しています。この道路側溝は、

南に広がる農地の入水口となっているので、西の素掘りの排水路に放流して
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議長 

 

４番 

ほしいのですが。 

申請書には、水利組合の放流同意書が添付されていますが、周辺農地に影響

がある、ということでしょうか。 

この町内は、小学校にも近く、宅地化が進んできたので、営農する者として

は、排水路がある場合は、そちらに放流するよう促してほしいです。 

ここで暫時休憩とします。 

【休憩】 

それでは議事を再開します。 

今回の３件と残りの３区画の案件については、すでに分筆が済んでいるこ

と、住宅建築のスケジュールなどを考慮し、事業計画どおりに東の道路側溝へ

の排水を認めることとします。しかし、水の流れに支障が出ないよう、堀さら

いなど水路の保全管理、水質保持の取組みを、地元の農業者と協力して行うこ

とをご了承いただいたうえで許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

 続く５番から１７番についても、許可することにご異議ございませんか。 

 【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ２番から１７番はそのように決定いたしま

した。 

続いて議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断

についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１９ページをお開きください。 

第４号議案 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につい

て、ご説明いたします。 

当案件は、農業委員会が農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの

判断が必要となった場合に、総会の議決により判断いただくため、上程するも

のです。 

対象地は１筆で、田島町地内の畑、面積４８５㎡、いずれも荒廃農地の把握

年月日は令和３年６月２９日、現況確認日は７月１５日です。 

現地の状況は、雑木が生い茂り、農地に復元することが出来ないと見込まれ

るため、農地法第２条第１項に規定する「農地」に該当しないと、判断したと

いうことであります。 

位置図、公図につきましては、議案書６０ぺージに、地籍図と航空写真が 

６１ページに載せてあります。現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画

面に投影） 

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

４番 藤生委員。 

４番 藤生 です。 
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実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日及び調査班は、５条許可申請と同じであります。 

調査対象の概要、確認の趣旨については、事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回非農地の判断を行うにあたり、現地調査を行いましたところ、対象地は

集落近くの河川沿いにあり、雑木が繁茂していることを確認しました。東側隣

接地の畑との間には段差があり、農業用機械の進入が困難である状況からみ

て、今後農地に復元するための物理的な条件整備が、著しく困難な土地と判断

いたしました。 

結論として、調査班は非農地として判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】  

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号はそのように決定いたしました。 

ここで、次の議題について関連事案がありますので、星野職務代理と議長を

交代いたします。 

【午前１０時２０分 議長交代】 

続いて議案第５号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の２０ページをお開きください。 

議案第５号 農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。令和

３年７月３０日公告予定分であります。 

議案書の２１ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定、利用権設定が、１３件で面積３０，５４４㎡です。所有権移転は１件で

す。 

貸借権設定についてですが、詳細が２２ページから２４ページに記載され

ておりますのでご覧ください。 

続きまして、所有権移転です。２５ページをご覧下さい。今回は１件で、面

積は４，３１８㎡です。内容を説明いたします。 

１番、申請地は上渋垂町地内の田、面積１，７８３㎡ほか１筆、計４，３１

８㎡で、売買価格は１０ａ当たり１２０万円になります。 

いずれも審議の後、承認をいただきましたら、７月３０日付けで公告の手続

きを行います。 

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の 1 番及び２番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、１３番 長谷川
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委員の退席を求めます。 

【午前１０時２２分  退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第５号 １番及び２番はそのように決定いたしまし

た。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、長谷川委員の出席を求めま

す。 

また、長谷川会長と議長を交代いたします。 

【午前１０時２３分  出席・議長交代】 

続いて貸借権設定の３番から１３番及び所有権移転を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。 

所有権移転について、これまでの経過を教えてください。 

譲受人は認定新規就農者で、トマトの農業士のもとで約１年間、研修を受け

てきました。独立就農に当たり、ハウスを設置する農地がなかなか見つから

ず、農業委員の皆様にも長期にわたり探していただいた次第です。このほど、

ＪＡ足利に譲渡人から、離農する旨の連絡が入り、契約に至りました。 

私の地元の農地ですが、議案書を見るまで知りませんでした。地元の農業委

員が知らない、というのは問題だと思います。人・農地プランの協議を尊重し

てほしいです。 

この案件は、別の農地で契約寸前のところに離農情報が入り、急遽まとまっ

たものです。申し訳ありません。今後、気を付けたいと思います。 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の３番から１３番及び所有権移転はそのよう

に決定いたしました。 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて報告事項の農地所有適格法人の報告書について、事務局の報告を求

めます。 

では、議案書２６ページをお開きください。農地所有適格法人の報告書につ

いて、ご説明いたします。 

今月は、３法人から報告を受け、記載のとおり法人要件が満たされているこ

とを運営委員会でも確認いたしました。以上です。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 
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議長 それでは、ご了承願います。 

なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第１４回足利市農業委員会総会を閉会いたします。 

【午前１０時３２分  閉会】 

 

 

 

 

 

この会議のてん末は、書記 本田未央子の記載したものであるが、その内容の相違ない

ことを証するためここに署名する。 

 

令和３年８月２６日 

 

足利市農業委員会 

７番委員 
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